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ジャパンフラワーセレクション

広報用シンボルマーク使用マニュアル

JAPAN FLOWER
SELECTIONS

いい花の新基準。



1. シンボルマーク

漢字の「花」を日本語の「花」と英語の「Flower」とかけ合わせて、
新しい日本の花となりうる固有性を表現しました。
また、マークを「書」としてまとめたことにより、日本でおこなわれる
コンテストであることを訴えています。
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配色　4色掛合わせ／特色指定　
フォントの設定　欧文書体　ITC Caslon 224 Book
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2. シンボルマークとキャッチコピーの組合わせ
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シンボルマークはキャッチコピーと組合わせてご使用ください。
組合わせのパターンは以下の4つです。

JAPAN

SELECTIONS
FLOWER

いい花の新基準。



3. 注意点

色の変更

色の変更はできません。
下地に色がある場合は必ず
白マドとして使用してください。

シンボルマークのみの分割使用や、
レイアウトの変更はできません。　

加工・または変形はできません。
（影表現・立体表現等）

加工・変形

分割使用
レイアウトの変更

シンボルマークは申請した「使用内容」の
範囲内で使用してください。
「受賞」等の文言を併記することによる
販売促進を目的とした使用はできません。

用途

レイアウト

ジャパンフラワー
セレクション受賞
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4. 「使用規約」

　 
■目的
１.「ジャパンフラワーセレクション・シンボルマーク使用規約」（以下「本使用規約」といいます。）は、
　 ジャパンフラワーセレクション事業にご参加・ご協力いただいたすべての企業・団体が「ジャパンフラワーセレク
　 ション・シンボルマーク」（以下「シンボルマーク」といいます。）を使用して活動を行うにあたり遵守すべき事項を
 　定めるものです。

■使用資格
１.使用を希望する企業・団体は、ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局（以下「事務局」といいます。）
　に「使用申込」を行い、使用承認を得ることで使用することができます。
２.「使用申込」の記載等からジャパンフラワーセレクションの趣旨に反することが明らかであると認められる場合に
　は、利用が承認されないこともあります。

■使用上の制限・注意
１.「使用申込」で申請した「使用目的」の範囲内でのみ「シンボルマーク」を使用してください。
 　特に「受賞」等の文言を併記することによる販売促進を目的とした使用は固く禁じます。
２.「シンボルマーク」についての商標権その他一切の知的財産権はジャパンフラワーセレクション実行協議会に
 　帰属します。
３.「シンボルマーク」の使用にあたり、これを変形、変更、修正等することはできません。
４.事務局の許可なく、「シンボルマーク」使用の権限を第三者へ貸与・譲渡することはできません。

■使用の是正等
１.事務局は、次のいずれかに該当する場合、是正をお願いすることがあります。
　 （１）本使用規約に違反し、またはその疑いがあると認められる場合
　 （２）使用において、ジャパンフラワーセレクションの主旨とは明らかに異なる場合
　 （３）その他ジャパンフラワーセレクションの趣旨に反する行為を行い、またはその疑いがあると認められる場合

■使用資格の取消
１.事務局は、企業・団体が次のいずれかに該当する場合、使用資格を取り消すことがあります。
　 （１）倒産、解散したとき
　 （２）ジャパンフラワーセレクションの趣旨に明らかに反するような行為を行ったと認められるとき
　 （３）法令や公序良俗に反する行為をしたとき
　 （４）本使用規約に違反し、事務局による是正勧告に従わない場合
　 （５）その他、花き業界の信用を傷つける行為を行ったと認められるとき
　 （６）事務局の許可なく、利用承認を第三者へ貸与・譲渡したとき

■規約の改訂
１.本使用規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。

附　則：本使用規約は、平成１８年４月１日から施行します。



5. 使用の流れ

ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局から個別に使用承認を受けてご使用いただけます。

1.使用規約に同意の上、ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局　管理・広報部に件名
  「ジャパンフラワーセレクション・シンボルマーク使用申込」として、下記の必要事項をメールにて
　お申し込みください。

　メールアドレス： jfpc@jfpc.or.jp

　必要事項
　  (1)企業名・団体名等の名称
  　(2)ご担当者名
  　(3)所属
  　(4)電話番号／FAX番号
  　(5)メールアドレス
  　(6)住所
  　(7)使用内容

2. 申込内容に不備がなければ、下記の入手方法によりシンボルマークデータを
 　入手することができます。

　 ○ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局からの使用承認返信メールに
　 　記載されているURLにアクセスしてシンボルマークデータをダウンロード

■内容のお問い合せは、

ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局 　管理・広報部

〒103-0004　東京都中央区東日本橋 3-6-17山一ビル４階
財団法人日本花普及センター　企画調査部内
Tel: ０３-３６６４-８７３９　　　Fax: ０３-３６６４-８７４３
e-mail：jfpc@jfpc.or.jp 
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